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● はじめに ●

　群馬県信用保証協会は、中小企業・小規模事業者（以下「中小企業」という。）の皆さまが
金融機関から事業資金を借入する際に「信用保証」を行い、資金調達をサポートする公的な
機関です。
　また、「信用保証」のほかにも、企業のライフステージに応じ、「創業支援」「経営改善支援」

「事業承継支援」「事業再生支援」等に取り組んでいます。
　本冊子は、中小企業の皆さまの経営課題に応じた支援サービスのガイドブックとなってい
ますので、ぜひご活用ください。

● ライフステージに応じた支援とは ●

　企業は生き物に例えられるように、さまざまな要因によって、その事業価値や事業規模が
変動していくものです。
　そこで、当協会では、「中小企業の皆さまが、どのような経営課題をお持ちなのか」を明確
にし、的確な支援策を提案できるよう取り組んでいます。そして、このような支援の総称を「ラ
イフステージに応じた支援」と呼んでいます。

● 創業支援 ●

● 事業承継支援 ● ● 事業再生支援 ●

● 経営改善支援 ●
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１   創業支援 2

これから事業を始めたいという方は創業支援をご利用ください。創業計画書の作り方
から創業時の資金調達、創業後のフォローまで、皆さまに寄り添って支援します。

2   経営改善支援 12

経営課題の解決や、資金繰りの改善など、経営上で何かお困りのときは、経営改善支援
をご利用ください。皆さまが抱えているさまざまな課題を解決できるよう、サポートし
ます。

3   事業承継支援 22

後継者が見つからないときや、承継する資産でお悩みの際は、事業承継支援をご利用
ください。事業承継に関する専門機関と連携して、円滑な事業承継を応援します。

4   事業再生支援 28

企業の事業再生についても当協会にご相談ください。事業の継続や金融取引の正常化
を目指し、金融機関や群馬県中小企業再生支援協議会等と連携して、再生が見込まれ
る企業の事業再生を後押しします。

5   信用保証 36

信用保証協会のメイン業務です。群馬県信用保証協会は県内中小企業の皆さまの資金
調達を全力でサポートしています。

6   相談窓口のご案内 39

7   保証制度詳細 40
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創業に関するご相談は当協会へ
　創業に関するお悩みは、「創業応援チーム」または女性創業応援チーム「シルキークレイン」
までご相談ください。当協会の職員が、お客さまの創業をサポートします。

創業応援チーム　相談窓口
　営業部・各支店の保証課職員で構成された、創業を志すお客さまを応援するチームです。
　創業に関するお悩みを全般的にサポートします。
担当部署：営業部・各支店　保証課
受付時間：9:00〜17:10
※�担当部署は（P39）にてご確認ください。

女性創業応援チーム「シルキークレイン」　相談窓口
　当協会の女性職員で構成された、女性創業者専門の応援チームです。女性ならで
はの観点・感性を活かし、女性創業者の事業の成長と発展をサポートします。
専用電話：027－226－6112
受付時間：9:00〜17:10
※�上記の専用電話に加えて、営業部・各支店の保証課でもシルキークレインのメンバー
が女性の創業相談について承ります。

１   創業支援のご案内

　当協会は「創業サポート体制」で創業者の皆さまを応援します

サポートベース 「創業応援チーム」
女性創業応援チーム「シルキークレイン」

ガイダンス
創業計画サポートガイド
中小企業診断士等の専門家派遣
セミナーの開催

ファイナンス 金融機関への橋渡し
創業に関連した各種保証制度

創業サポート体制
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創業計画サポートガイドをご利用ください
　当協会では、創業をお考えの方に向けた冊子『創業者の皆さんのための�創業計画サポート
ガイド�〜創業計画の作り方から創業後のサポートまで〜』を発行しています。
❶ 創業にあたって必要不可欠な「創業計画書」のつくり方を中心に、当
協会の支援業務のご案内や、創業事例の紹介等を掲載しています。

❷ 実際にご利用いただける「創業計画書」が掲載されていますので、
ご自由に書き込んでいただけます。作成した「創業計画書」を当協
会の窓口にお持ちください。「創業応援チーム」や女性創業応援
チーム「シルキークレイン」が、具体的な創業に関するご相談に対応
いたします。

❸ ご希望の方は総務部企画課までお問い合わせください。また、ホー
ムページでもご覧いただけます。

専門家にご相談ください
　ご希望のお客さまは、当協会の「創業応援チーム」や女性創業応援チーム「シルキークレイ
ン」によるサポートだけではなく、中小企業診断士等の外部専門家による相談・アドバイスや、
創業計画書作成支援をご利用いただけます。

中小企業・小規模事業者及び創業者経営安定化支援事業
（通称：外部専門家派遣事業）
（信用保証協会中小企業・小規模事業者経営支援強化促進補助金事業を活用）
【メニュー】
❶〔創業相談からアドバイスまで〕
❷〔創業相談から創業計画書作成支援まで〕
※�当事業に係る費用については、当協会が全額
補助いたしますので、お客さまの負担はありま
せん。

創業セミナーで応援します
　当協会では、女性創業者応援セミナー『シルキークレインpresents
ガールズ創業カフェ』を開催し、創業者の皆さまの交流・情報交換の
場を提供しています。
　実際に創業された方の体験談や、中小企業診断士をはじめとする
専門家からのアドバイスなどを聞くことができます。
　創業に興味をお持ちの方から、既に創業されている方まで、ぜひご
参加ください。

創業計画
サポートガイド

■ 創業計画の作り方から創業後のサポートまで ■

2019年
改訂版

群馬県信用保証協会

群馬県信用保証協会
https://gunma-cgc.or.jp/

編集 総務部企画課027-231-8874

2019年10月

創 業 者 の 皆 さ ん の た め の

例年、「ガールズ創業カフェ」は飲食店で行っていましたが、
今年はコロナ禍での開催を考慮し、当協会で行います。

※申込は先着順で受け付けます。会場参加を希望する方が多く、
　定員を超えた場合は、Zoomでの参加をご案内いたします。

プログラム ⃝創業トーク　　久保田 陽子氏／後藤 美香氏／若井 紗織氏

⃝創業に向けてのアドバイス　　中小企業診断士　西山 和孝氏

⃝創業お役立ち情報　　群馬県発明協会／群馬県商工会連合会
⃝保証協会からのお知らせ

セミナー終了後、個別相談会・交流会を予定しています。
参加を希望する方は、参加申込書の「個別相談会・交流会希望有無」欄の該当する項目に〇をしてください。

群馬県信用保証協会の女性創業
応援チームです。

⃝群馬県内で創業を予定している女性
⃝創業して間もない女性
⃝創業に興味を持っている女性
⃝学生さんもOK

女性向け
創業セミナー

群馬県信用保証協会本店　６階特別会議室
群馬県前橋市大手町3-3-1　群馬県中小企業会館６階

（駐車場有）

主催　群馬県信用保証協会
後援　群馬県・群馬県産業支援機構・群馬県商工会連合会・群馬県発明協会

●

群馬県
中小企業会館

●
市役所

●
日本銀行
前橋支店

●
●

群馬会館

県庁
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対象者

シルキークレインとは
13:30 - 15:20

sun

12
12

2021

申込受付期間 11/8mon
～12/6mon

本セミナーは、会場参加もしくは
Zoom参加が選べます。

定員10名
会場参加

定員50名
Zoom参加

参加
無料

経営課題等でお悩みの方は
群馬県信用保証協会まで
お問い合わせください！
群馬県信用保証協会では各種専門家派遣事業を行っております。
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創業を支援する保証制度のご案内

子供のころから自分のお店をオープンすることが夢でした！
でも、私みたいに初めてのことばかりの創業者に融資してくれるか不安で
す…。応援してくれる制度はありますか？

女性・若者・シニアチャレンジ資金をご利用ください。
創業計画書の作成サポートから、創業後のフォローまで、一体的な支援
を低い保証料率でご利用いただけます。

群馬県創業者・再チャレンジ支援資金（B-3タイプ）
（通称：女性・若者・シニアチャレンジ資金）

創業計画書の作成をサポートします
　創業計画書の作成を、当協会の「創業応援チーム」や女性創業応援チーム「シルキークレイ
ン」、または認定経営革新等支援機関が必ずサポートいたします。
　作成された創業計画書を基に、創業に必要な資金を当協会が保証いたします。
　今後取引する金融機関や、創業に理解を示してくれるご家族、そして何よりご自身が納得の
いく創業計画書を一緒に作り上げましょう。

創業後も手厚くフォローします
　本制度の融資実行後、実際に事業を始められてから、お悩み等があればお気軽にご相談く
ださい。当協会の担当者がお客さまの経営状況を確認し、ご相談に乗ります。

低い保証料率で応援します
　本制度の保証料率は0.45%と、創業に関する制度の中でも最も低くなっています。

ご利用いただける方
❶女性　❷年齢が34歳以下の方　❸年齢が55歳以上の方
→�要件に合致しない方でも、本制度と条件がほとんど変わらない
　�群馬県創業者・再チャレンジ支援資金（B-2タイプ）をご利用いただけます。
　制度の詳細は（P40）をご参照ください。
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既に創業（開業）から１年が経っていますが、創業に係る保証制度や、創業
支援は利用できますか？

創業後も当協会の創業に係る保証制度や創業支援をご利用ください。
創業をする時だけではなく、創業から３～５年程度は創業に係る各種保
証制度や創業支援をご利用いただけます。

創業関連保証

創業に係る最もベーシックな保証制度です
　当協会の創業に係る保証制度の基本となる制度ですので、創業に関わる要件を幅広く構
え、マルチなケースに対応できる設計となっています。

自治体制度と併用してご利用いただけます
　本制度は、多くの方に群馬県や各市町村の創業に係る制度と併用してご利用いただいてい
ます。
　特に（P４）にて紹介した「群馬県創業者・再チャレンジ支援資金（B-２、B-３タイプ）」では、
「創業関連保証」を付すことが条件となっています。この場合、両制度の要件を満たすことが
条件となりますが、自治体制度と併用することで、信用保証料の負担が軽減されるなどのメ
リットが生まれますので、ぜひ計画的にご利用ください。

ご利用
いただける方

次のいずれかに該当する方
１．�事業を営んでいない個人が、「１か月以内に個人で事業を開始する場合」ま
たは「２か月以内に会社を設立する場合」

２．�事業を営んでいない個人により創業後、または会社設立後５年未満の場合
３．�事業を営んでいない個人により創業後、会社を設立し、同一事業を当該会
社が引き継いだ場合（個人として創業後、５年未満に限る）

４．�分社化を計画する会社、及び分社化により設立された５年未満の会社
保証限度額 3,500万円（再挑戦支援保証と合算）
保 証 期 間 10年以内（据置期間１年以内）
保 証 人 原則として法人代表者以外徴求しません
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サラリーマンとして長年勤めてきましたが、このたび独立しました。
同じ業種なので経験や人脈には自信がありますが、導入する機械設備が
高額のため、借入で賄おうと思っています。

群馬県創業者・再チャレンジ支援資金(Aタイプ)をご利用くだ
さい。
融資限度額が大きく、設備資金の返済期間を長期に設定できる、経験豊
富な方に向けた制度です。

★創業に伴う資金調達は当協会までご相談ください
　ご紹介した制度のほかにも、お客さまの実情に沿った創業に関する保
証制度を用意しています。特にお住いの地域によっては創業者を手厚く
応援している市町村もありますので、まずは「創業応援チーム」や女性創
業応援チーム「シルキークレイン」にお気軽にご相談ください。

群馬県創業者・再チャレンジ支援資金（Aタイプ）

一定の業務経験や資格をお持ちの方に向けた制度です

ご利用いただける方：創業後５年未満の中小企業で、次のいずれかに該当する方
１．営んでいる業種と同一の業種に属する企業に３年以上勤務した経験を有する方
　�及び同等の経験を有すると認められる方
２．法律に基づく資格を有する方で、その資格を生かして事業を営んでいる方
３．国、自治体等が実施する創業者向けセミナーを修了し、事業を営んでいる方
４．金融機関及び認定支援機関の支援を受け、事業の安定・拡大に取り組む方

高額な設備の導入に適しています
　本制度は一度のお借り入れで最大4,500万円までご利用できます。これは創業に関する制
度の中でも最大級の限度額となります。
　また、設備資金の返済期間は１０年（うち据置期間２年以内）まで設定できます。
　そのため、一定の業務経験や資格をお持ちの方が新たな挑戦を始める際の、高額な設備導
入の資金として適した制度となっています
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創業のきっかけ
　創業者の方は、生花店等に勤務し、10年以上生花を扱う仕事に携わってきました。その中で、
「今までの経験を活かし、お客さまにご満足いただき、かつ自分も納得できる商品を提供したい」
と思ったこと、そして、「今の仕事を続けていてもやがて定年退職が訪れ、大好きなお花に携わ
れなくなる」と思うようになったことから、自分でお花屋さんを開業することを決意されました。

保証協会との出会い
　創業に向け金融機関を訪れた際に、当協会の女性創業応援チーム
「シルキークレイン」の存在を知ったそうです。創業に向けて分からな
いことが多かったことから、当協会にご来会されました。

創業支援の内容
創業相談
　シルキークレインの担当者は、まず創業の動機や創業者の方の経
歴をお聞かせいただきました。その後、創業に向けてどういった書類
が必要なのか、融資を受ける際の諸手続きはどういった流れになるの
かなど、疑問に思っていること、不安に感じていることを少しでも解消できるようご説明いた
しました。
創業計画書作成支援
　お持ちいただいた創業計画書は、内容について具体性に欠けていたため、「創業計画サポー
トガイド」（P３）を参考に、何にどのくらいお金がかかるのか、売上はどのくらいを見込んでい
るのか等、一つひとつ項目を確認しながら、創業計画書作成の事前準備を行っていきました。
不安や疑問を解消することで創業に向けての道筋が見えてきたこと、必要な設備、費用を見
直す必要があると考えたことから、創業者の方が創業計画書を根本的に見直した上で、再度
相談することとしました。
　再度ご面談した際には、リストアップした設備について、ネットで検索したり店舗を回ったり
して、より安価な設備を見つけ、計画を変更していました。また、収支計画を見直すことによ
り、最初は生花の店頭販売とネット注文によるアレンジメントフラワー販売だけの予定だったと
ころ、葬儀用花販売も取り扱っていかないと目標の売上を達成することは困難であると気づい
たため追加するなど、理想のみを追う計画から、現実を見据えた計画へと変更していました。
これらの見直しにより、借入金額は当初予定していた半分まで圧縮することができました。

創業支援の結果
　後日、創業者の方は、融資取引を希望する金融機関に出向き、完成した創業計画書を示して
相談しました。間もなく金融機関から当協会へ保証申込書が提出され、保証承諾に至りました。
　その後、お客さまから「融資が実行され、無事に開店することができました」と、喜びのお電
話をいただきました。自らの人生を懸け、夢を追い求めることは、決して簡単な道のりではあり
ませんが、私たち「シルキークレイン」が、その達成の一助となれたことを誇らしく思います。

創業支援の取り組み事例のご紹介

1女性創業応援チーム「シルキークレイン」による支援活動
企業の業種：生花販売業　年商（目標）：約９百万円

CASE

創業って何から
始めたらいいの？

女性に話を聞いてほしいな

○○について
教えてほしい

群馬県信用保証協会

相談は無料です。

お気軽にご相談ください。

保証協会の女性職員が対応します。保証協会の女性職員が対応します。

お気軽にご相談ください。

ご相談は無料です。

に、ご 相 談ください !

創業を目指
す女性

のみな
さまへ

☎ 027-226-6112
女性創業者  電話相談窓口 

シルキーシルキー
クレインクレイン
シルキーシルキー
クレインクレイン

女性創業応援チーム

お客さまの声

シルキー クレインの活動詳細

● 創業計画書の作成をお手伝いします。

● 様々な分野の専門家をご紹介します。
　（費用負担なくアドバイスを受けられます）

● 金融機関への相談にシルキークレインが
同行することもできます。

● 創業後のフォローアップも行っています。
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創業のきっかけ
　創業者の方は、自動車整備学校を卒業後、県内の自動車メーカーに勤務し、整備部門と営
業部門に長年携わることで、たくさんの経験と知識を積み重ねてきました。
　営業部門に配置転換になった時、「35歳までには独立したい」との思いを募らせ、コツコツ
と自動車整備機材を揃えて、自動車板金業の開業に向けた準備を進めてきました。

保証協会との出会い
　サラリーマンとして営業活動で金融機関を訪問した際に、当協会の創業支援の冊子を見て、
初めて当協会の創業応援チームの存在を知ったそうです。創業に向けた準備を進めていく中
で、不動産業者から、条件にあった空き工場があるとの情報が寄せられたため、当協会にご
来会いただきました。

創業支援の内容
創業相談
　初めていらしたとき、創業計画書は未作成であったため、創業応援チームではまず創業者
の方の思い描いている夢を伺うことから始めました。事業の内容や将来の展望をじっくり聞
かせていただきながら、創業計画書の雛形に箇条書きで落とし込んでいきました。
　その際、ご家族には詳細を話していないとのことだったため、できあがった創業計画書の
素案を一旦お持ち帰りいただき、ご家族の理解を得た後に再度ご面談することといたしまし
た。その後、ご家族からの理解が得られ、金銭的な協力もしてもらえることとなったため、再
度、ご来会いただきました。前回作成した創業計画書素案を基に、さらに一歩踏み込んだ創
業計画書作成に向けた支援が始まりました。
創業計画書作成支援
　借入希望額が過大であったことから、必要な設備について再度見直しを行いました。また、
売上構成や売上原価を確認して、月単位、あるいは、日単位に分解するなど、収支シミュレー
ションを行うことで、創業計画書を作成していきました。
　面談を重ねるなかで、自動車板金業とともに、中古車販売業としての事業展開も加えたこ
とで、立地条件の良い場所の再選定や、古物営業許可証の取得準備をするなど、紆余曲折す
る場面もありましたが、一歩一歩、着実に創業に向けて歩んでいきました。

創業支援の結果
　最終的に、当初計画していた半分の借入金額で創業計画書は完成しました。創業者の方
は、金融機関へ出向き、当協会へ保証依頼書が提出され、保証承諾に至りました。
　一連の流れのなかで、創業者の方は、仕事の合間に何度も電話で質問をするなど、創業へ
の熱意が日増しに強くなり、私自身もその熱意に応えようと、自動車に関する専門知識等につ
いて理解を深め、積極的にサポートしました。成長の機会をいただけたこと、また、創業者の
方と一緒に成長できたことに深く感謝しています。

2創業応援チームによる支援活動
企業の業種：自動車板金、中古車販売業　年商（目標）：約２千万円

CASE
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創業のきっかけ
　創業者の方は、サラリーマンとして勤務していましたが、あるとき、「この仕事が本当に好き
なのか、このままサラリーマンで良いのか」と自問自答した結果、「大好きな子供達に得意の数
学を教えたい」と、自分が本当にやりたいことに気づき、学習塾を開業しようと決意されました。

保証協会との出会い
　創業者の方と創業応援チームの出会いは、１本の電話でした。金融機関に勤めている知人
から「保証協会でも創業の応援をしているから、保証協会に相談したらうまく行くかも」とアド
バイスをもらったそうです。そこで早速、当協会のホームページを見て、「創業計画サポートガ
イド」（P３）の存在を知り、創業計画書を作成しました。

創業支援の内容
創業計画書作成支援
　創業者の方が独自で作成された創業計画書や収支計画のシミュレーションは、初めて作っ
たとは思えないほど立派なものでしたが、以下のようにアドバイスをいたしました。
　❶ 自己資金をご準備できますか。自己資金の有無は、借入の負担を抑えるという意味のほ
かに、創業者としての決意と創業への準備の表れと考えています。

　❷�開業予定地に前橋市をご希望されていますが、地元での開業は考えられないですか。塾
の経営は、塾名や講師の知名度が大きく左右するため、地の利を生かすことは重要なこ
とだと考えられます。

　❸�学生は部活動や習い事等で忙しい日々を過ごしています。好きな曜日と時間を選択でき
るフレックス制にしてはいかがですか。

　創業者の方は、創業応援チームからのアドバイス等に真摯に耳を傾け、自ら検討された結
果、以上の３点についてご理解をいただき、❶ご親族さまなどからの援助が受けられることと
なったため、無理のない金額でのお借入れとなりました。❷地元の学校で空手を教えている
など、知人もたくさんいることから、地元での開業に踏み切ることになりました。❸フレックス
制について理解を示していただき、導入することになりました。

創業支援の結果
　見直しした創業計画書の内容や、創業者の方の熱意等から判断した結果、当協会として金融
面でも応援することを決定ししたため、保証付融資を検討してもらえる金融機関への橋渡しを
いたしました。その後、金融機関から当協会へ保証依頼書が提出され、保証承諾に至りました。
　保証承諾後、２ヶ月を経過した頃に、創業者の方から一通のお手紙をいただきました。内
容は、「無事に塾を開くことができました。１ヶ月経過時点の予想を10名ほど上回る生徒が集
まっています。目標にはまだ遠いですが、頑張っていきたいと思います。」とのことでした。
　創業者の方が当協会まで足を運んでくださったのは全部で３回、面談時間は延べ５時間30
分に及びましたが、嫌がる素振りも見せず、私たちの話を真剣に聞いていただきました。私た
ち創業応援チームは、創業を志す方の熱意を、決して無駄にはしません。

3創業応援チームによる支援活動
企業の業種：学習塾　年商（目標）：約７百万円

CASE
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創業のきっかけ
　創業者の方は18歳でプロサッカー選手になりましたが、20歳、25歳と２度の戦力外通告
を経験しました。いろいろと悩んだ結果、以前から興味のあった美容師になるため、アシスタ
ントとして働きながら、美容師免許を取得しました。25歳で美容師になることは、一般的に
は遅い年齢でしたが、仕事に本気で向き合い、誰よりも練習して、いち早くトップスタイリスト
になるという強い気持ちで、ひたむきに努力をしてきました。
　スポーツの世界では、早い時期に引退か否かの選択を迫られることがあり、人生に不安を
抱えている方も大勢います。創業者の方もその一人でしたが、セカンドキャリアで成功するこ
とにより、「チャレンジすれば夢は叶う」という一例になれればと思い、美容師の世界で挑戦
することを決意されたそうです。

保証協会との出会い
　美容室には計８年間勤務し、カット技術をはじめ、チーフとして経営戦略、後輩の教育、経
費管理を学んできました。固定客が多くつくようになり、自信もついたことから、信頼してい
るオーナーへ独立創業について何度か相談をしてきました。独立にむけた準備、心構え、資
金計画等についてのアドバイスをもらったことで、独立へのイメージが強まり、創業への希望
が大きくなりました。そこで、数年前に独立をした先輩から、当協会の存在を教えてもらい、
「一度相談してみたら」という一言がきっかけとなり、「創業応援チーム」を訪れてみたそうです。

創業支援の内容
創業計画書作成支援
　創業者の方は、「創業計画サポートガイド」（P３）を参考に創業計画書を作成されていました
ので、そちらを基に、まずは思い描いているビジョンを伺うことから始めました。はじめは見
慣れない創業計画書に戸惑っていたものの、少しずつ修正を加えることで、より現実味のある
創業計画書を作成することができました。当協会と一緒に、不安に思うことや課題を、一つ
ひとつ解消していくことで、次第に前向きな気持ちになれたようです。
　創業計画書作成で特に重要視した内容は以下の３点です。
　❶飽和状態にある美容室で生き残るため、他店との差別化を明確にすること
　❷�収支計画については、やってみないと分からない面もあるが、一つひとつの数値に根拠

をもたせること
　❸できる限りの工夫をして、初期投資を少しでも低く抑えること

創業支援の結果
　後日、金融機関を通じ保証依頼書が提出され、保証承諾に至りました。
　創業応援チームでは、創業後の実績、経営上の課題、当協会への要望等をお伺いしていま
す。実際に経営をはじめてみると、創業計画書のとおりに行かないことが多々ありますが、そ
ういった方々の相談に乗り、創業後もお客さまに寄り添ったサポートをしていきたいと考えて
います。

4創業応援チームによる支援活動
企業の業種：美容室　年商（目標）：約１千１百万円

CASE
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創業のきっかけ
　創業者の方は、ご祖母さまの影響で、幼い頃より編み物に親しまれてきた方です。著名な
ニット作家が主催する編み物団体に加盟したことをきっかけに、講師資格まで取得された方
でした。
　それまでは自宅で編み物教室を開いていましたが、今後の事業展開を考えると、郊外の自
宅教室に限界を感じたため、交通利便性の高い駅周辺に店舗を移転したいと考えていました。
また、その店舗では、さまざまな方に編み物に接する機会を提供できるよう、飲食もできる
店舗にしたいとイメージしていました。

保証協会との出会い
　当協会へ連絡をいただいたことをきっかけに、まずは面談をいたしました。ご相談内容は、
移転場所の選定方法や事業形態（法人・個人事業主）等、創業へ向けた全般的なお話でした
が、創業者の方の事業にかける熱い想いが充分に伝わってくるご面談となりました。
　ご相談の結果、創業計画書の作成を当協会がサポートすることとなりました。また、当協
会単独では充分なアドバイスが難しい内容があったため、その点については、群馬県産業支
援機構の窓口を紹介したうえで、当協会も同行いたしました。

創業支援の内容
創業計画書作成支援
　事業が軌道に乗るまでの必要運転資金を把握するため、月次収支表の作成を提案いたし
ました。また、事業内容に沿った月次収支表を作成するための、専用フォーマットを提供いた
しました。創業者の方が納得いくまで何度もやり取りを重ねる中で、経営者として必要となる
資金繰りの考え方について、理解を深めていただくことができました。
外部専門家派遣事業（P３）
　創業者の方は、事業形態（法人・個人事業主）の違いによるメリット・デメリットを比較検
討し、法人を設立することを選択されました。創業にあたり、諸手続きのタイミングや必要書
類等については、当協会の外部専門家派遣事業で、アドバイスなどを受けられました。

創業支援の結果
　創業計画書が完成し、法人設立登記が完了した後、金融機関への橋渡しを行いました。そ
の後、無事に金融機関からの応援を得られ、ご希望どおりのスケジュールで新天地での営業
を開始することができました。
　お客さまの思い描くお店づくりに貢献することができたことが何より嬉しく、人の夢を金融
面から支援することができる当協会の創業支援で、今後も創業者の方々をサポートしていき
たいと考えています。

5金融機関・支援機関と連携した創業支援
企業の業種：編み物教室・飲食店営業　年商（目標）：１千８百万円　

CASE
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経営改善に関するご相談は当協会へ
　当協会では、中小企業の皆さまからの経営改善相談に、専門部署である「経営支援課」が
対応いたします。
　また、お客さまがご自身の事業所で相談をしたいと希望される場合は、職員がお客さまの
元を訪問します。財務資料等が手元にあり、会計担当者や工場長等の従業員の方がお近くに
いる環境でご相談いただけますので、ぜひご活用ください。

お問い合わせ先
　保証統括部　経営支援課　電話番号�027－219－6003

窓口相談には、こんなご相談が寄せられています

・不況のあおりを受け、財務内容の改善を図りたい。
・当社を専門家に診断してもらい、課題の発掘とアドバイスがほしい。
・経営改善計画書の作成に関して、外部専門家に協力してほしい。
・既存の保証付借入金の集約について、具体的な借換提案をしてほしい。
・複数の金融機関を一堂に集めて、今後の返済に関する協力要請や意見調整をしたい。
・決算書の数値から当社の経営分析をしてほしい。
・返済方法の変更について、変更後の返済金額などの相談に乗ってほしい。
・資金繰り表や店舗別収支表の作り方を教えてほしい。
・各種補助金の情報や申請方法を教えてほしい。　…etc

お取引する金融機関を紹介します
　お取引する金融機関をお探しの方には、ご希望の金融機関への橋渡しを検討いたします。
初めて金融機関とお取引を開始される方、または、既に金融機関とのお取引がある方の、どち
らもご利用いただけます。

※�必ず、ご希望の金融機関の紹介ができるものではありません。お取引状況や相談内容等を加味して、総合
的な判断をいたします。
※�金融機関の紹介は、紹介後の融資や保証をお約束するものではありません。正式なお申込後に金融機関
及び当協会の審査があります。

２   経営改善支援のご案内

中小企業 保証協会 金融機関
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経営改善支援の流れ
　経営支援課の職員が、ご相談をいただいた企業や、信用保証のお申込みを通じて支援が必
要と判断される企業に、訪問や面談を行いながら経営改善をサポートいたします。

中小企業経営診断システムによる経営診断報告書をご利用ください
　経営診断報告書は、決算書などの財務データを基に、その企業の業
界における立ち位置や、業界平均と比較した財務バランスのチェックなど
を、グラフや図で分かりやすく把握することができるシステムです。
　また、将来シミュレーション機能により、貸借対照表・損益計算書・
キャッシュフロー計算書などの予測を行うことができます。

経営改善支援
メニューの申込

・�経営課題やご要望を踏まえ、経営改善支援メニュー（P14～15参照）を
選定し、お申込をいただきます。
・�経営課題の内容によっては、外部の中小企業支援機関と連携して支援し
ます。（P14参照）

モニタリング
の実施

・�経営改善支援メニューをご利用いただいた方に、金融機関や専門家と連
携してモニタリングを行います。
・�モニタリングにより経営改善の進捗状況を確認し、支援が必要な企業に
対しては、追加の経営改善支援を検討します。

群馬県経営サポ
ート会議の開催

・�取引金融機関への報告や、金融調整が必要と判断される場合は、保証協会が
事務局となり、群馬県経営サポート会議（P15参照）を開催します。

企業訪問

・直接面談により、現在の経営状況や経営課題を確認します。
・�お客さまのご要望を確認し、当協会の経営改善支援メニューについて説
明を行います。
・�中小企業経営診断システムによる経営診断報告書（下記参照）を基に、
財務面から見える特徴や課題点、一般的な改善施策等について情報提供
を行います。

経営改善支援
メニュー

・�外部専門家派遣事業（P14参照）等、専門家による経営改善支援に当協
会の職員が同行し、お客さまと専門家のやり取りを補佐します。
・�必要があれば、事業資金の新規調達（将来の事業活動に必要な設備資
金等）や、リファイナンス（資金繰り改善に必要な長期借換等）、返済リス
ケジュールについて検討し、取引金融機関と連携して支援します。

事前
打ち合わせ

・�中小企業やメイン金融機関からお問い合わせをいただき、経営改善支援
のご要望について事前に確認します。また、当協会から経営改善支援を
提案することもあります。

診断報告書
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専門家にご相談ください
　ご希望のお客さまは、当協会の職員によるサポートだけではなく、中小企業診断士等の外
部専門家による相談・アドバイスや、経営改善計画書作成支援をご利用いただけます。

中小企業・小規模事業者及び創業者経営安定化支援事業（通称：外部専門家派遣事業）
（信用保証協会中小企業・小規模事業者経営支援強化促進補助金事業を活用）
【メニュー】
❶〔経営診断〕　❷〔経営改善計画書作成支援〕
❸〔生産性向上支援〕
❹〔経営課題解決に向けた個別サポート〕
※�当事業に係る費用については、当協会が全額
補助いたしますので、お客さまの負担はありません。

経営改善に係る費用の補助を行っています
　「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業（通称：❶405事業、❷ポストコロナ持
続的発展計画事業（旧：プレ405事業））」は、群馬県経営改善支援センター（群馬県産業支
援機構）が、その実施に係る費用補助を行っていますが、当協会においても❶405事業に係
る費用補助を行っています。

405事業における当協会の費用補助
　群馬県経営改善支援センターによる費用補助に加え、当協会でもお客さまが負担す
る費用の２分の１（上限15万円）を補助いたします。対象となる方は、以下の１〜３の
全てに該当する方です。
１．利用申請時点で当協会の保証を利用中であり、当協会関与のもと計画を作成した方
２． 認定支援機関による経営改善計画の策定支援が必要であると認められ、経営改善
を図ろうとしている方

３． 群馬県経営サポート会議（P15参照）を活用している、または活用予定である方

※��認定支援機関による経営改善計画策定支援事業の詳細は、中小企業庁ホームページ等でご確認ください。
※�❷ポストコロナ持続的発展計画事業（旧：プレ405事業）は、当協会の費用補助の対象外となります。

外部の中小企業支援機関と連携して支援します
　中小企業を支援する機関は、それぞれ得意とする分野が異なります。そこで当協会では、
中小企業が抱えるさまざまな課題に対応できるよう、多様な支援機関と連携して課題解決に
取り組んでいます。当協会の職員が支援機関への相談に同行し、連携した支援策を検討する
等、お客さまに伴走した支援を行います。

連携している外部の中小企業支援機関
❶群馬県産業支援機構　❷群馬県よろず支援拠点　❸群馬県発明協会
❹ジェトロ高崎　❺群馬県中小企業再生支援協議会　等

経営課題等でお悩みの方は
群馬県信用保証協会まで
お問い合わせください！
群馬県信用保証協会では各種専門家派遣事業を行っております。
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群馬県経営サポート会議をご活用ください
　中小企業、取引金融機関、支援機関等が一堂に集まる「群馬県経営サポート会議」（以下「経
営サポート会議」という。）を当協会が事務局となって開催いたします。
　会議では、経営上の課題を抱える中小企業の経営改善を図るため、関係機関に対して意見
交換や協力要請が行われ、具体的な支援方法についての合意に向けた協議が進められます。

このような目的でご利用いただけます
・中小企業から関係機関へ事業計画書を提示する場として
・中小企業から関係機関への報告・支援要請を行う場として
・�関係機関同士が今後の目線合わせをする場（キックオフ・ミーティング）として　…etc

経営サポート会議の流れ

主な対応パターン

開催の要請

・�経営サポート会議は、中小企業とメイン金融機関の要請に基づき開催いたしま
す。また、再検討が必要な場合は複数回開催いたします。
・事務局の当協会は、関係者の日程調整、会場手配等を担います。
・�会議参加者は、基本的には中小企業、メイン金融機関、サブ金融機関及び当
協会ですが、必要に応じて税理士等の専門家も参加します。

協議・検討

・�経営サポート会議は、原則として返済方法の見直し（リスケジュール）等をはじ
めとする中小企業の経営改善について協議、検討、調整を行います。
・�経営サポート会議で調整が難しい場合は、群馬県中小企業再生支援協議会等
に引き継ぐことも検討します。

会議の開催

・�経営サポート会議では、中小企業が金融機関等の会議参加者に対して、現状
及び支援依頼事項等を説明します。
・�金融機関は、メイン金融機関を中心としてこれまでの取引経緯・支援の方向性
等について説明します。
・当協会は、必要に応じて経営分析資料等の提供・説明をいたします。

合意の形成
・�経営サポート会議の内容に強制力はありませんが、会議参加者は中小企業からの
支援依頼事項等に合意が得られた場合は、合意内容に沿って経営の改善に向けた
支援に積極的に取り組んでいきます。

通常の場合 中小企業・メイン行　→　当協会　→　経営サポート会議
再検討が必要な場合 中小企業・メイン行で練り直し　→　当協会　→　経営サポート会議
高度・専門的な課題
に対応する場合

外部専門家派遣事業・405事業における当協会の費用補助（P14参照）
を活用した中小企業診断士等の専門家派遣を検討

経営サポート会議で
調整が難しい場合 群馬県中小企業再生支援協議会等への引き継ぎも検討
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経営改善を支援する保証制度のご案内

経営の改善に伴って、月々の返済金額を見直したい。
債務の集約に適した制度はありますか？

経営力強化保証をご利用ください。
既存保証の集約に適した制度ですので、月々の返済額の見直し（リファイ
ナンス）にご活用ください。
お客さまの経営改善を、金融機関と連携して応援します。

経営力強化保証

経営改善に取り組む企業を応援する制度です
　認定経営革新等支援機関の支援を受けて作成した「事業計画書」に則って、経営改善に取
り組む中小企業に向けた制度です。当協会が作成された事業計画書を確認いたします。
　保証後も中小企業をサポートするため、金融機関から「中小企業の計画実施状況」と「金融
機関の経営支援」について、当協会までご報告いただきます（モニタリング報告）。

リファイナンスに適した制度です
　原則として、市町村小口、群馬県制度を除いた既存保証を借換集約することが可能です。
既存保証の集約により、月々の返済負担を軽減することができます。なお、群馬県制度を借
換する場合は本制度を併用する群馬県制度「群馬県経営力強化アシスト資金」で対応するこ
とができます。

制度概要図

※�借換については、既存保証の責任共有対象・対象外や、担保条件によって組み立てが変動します。
※�借換をご希望の場合は、お申込み前に営業部・各支店の保証課まで一度ご相談くださいますよう
お願いいたします。

※金融機関が認定経営革新等支援機関となる場合も想定

実施状況の報告
（年１回）　　　

・ 中小企業者の取組状況
・ 経営支援の実施状況

事業計画の作成 必要に応じて
事業計画の修正

経営力の強化 経営力の強化

連携
連携

保証
経
営
支
援

経
営
支
援

貸
付

実
施
状
況
の
報
告

（
四
半
期
に
１
回
）

計画の作成支援
実施に関する
指導・助言

修正計画の作成
支援
更なる指導・助
言

【保証時 】 【期中】
中小企業 中小企業信用保証協会 信用保証協会

（保証料引下げ）

金融機関
金融機関

認定経営革新
等支援機関 認定経営革新

等支援機関



17

景気後退の影響で売上が下火となりました。
経営の立て直しに必要な資金の調達のほかにも、経営課題の解決や金融
機関への対応依頼などについて、保証協会に相談したいのですが……。

資金調達・経営課題の解決・中小企業と金融機関のかけ橋としての役割
は保証協会にお任せください！
経営改善サポート保証でお客さまの経営改善を支援します。
一定の要件により作成された事業計画書を基に、お取引先の金融機関へ
合意形成を図ることで、安心して経営改善に取り組んでいただけます。

事業再生計画実施関連保証
（通称：経営改善サポート保証）

企業の経営改善を総合的にサポートする制度です
　一定の要件により作成された事業計画書を基に、お取引のある金融機関から経営改善の
手法や時期、金融支援などの合意を得たお客さまに対し、当協会が計画の実施に必要な事業
資金（新たなお借入や既存保証の借換（正常化）資金）を保証いたします。
　保証後も中小企業をサポートするため、金融機関から「中小企業の計画実施状況」と「金融
機関の経営支援」について、当協会までご報告いただきます（モニタリング報告）。

「事業計画書の作成」と「金融機関への説明・支援要請」は当協会がサポートします
　本制度のご利用に必要な要件として、主に「①一定の要件により作成された事業計画書」と
「②事業計画書に対する債権者（金融機関）の合意」があります。本制度をご利用された多く
のお客さまは、当協会の経営改善支援メニューによるサポートを併用して、①及び②の要件を
整えていますので、ぜひ以下の経営改善支援メニューを本制度と併せてご利用ください。
→外部専門家派遣事業・405事業における当協会の費用補助（P14参照）
→経営サポート会議（P15参照）

制度概要図

※本制度に関するお問い合わせは　保証統括部　経営支援課　までお願いいたします。

経営改善・再生計画

⑥計画実行
①相談

③金融支援の検討 ⑩報告（年１回）

⑨報告
　（四半期毎）

⑦融資・
　経営支援

⑧経営改善
　 サポート

保証④債権者間調整②計画作成支援

計画作成段階 計画実行段階

⑤合意成立

中小企業

信用保証協会or群馬県中小企業再生支援協議会等

中小企業 金融機関 信用保証協会

中小企業

金融機関
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経営改善支援までの経緯
　一般的に、漬物製造業は製造原価に占める原材料の比率が高く、天候に左右さ
れたり、価格変動が大きいなど、原材料が収益に及ぼす影響が大きい業種です。需
要については漬物が日本人の伝統的嗜好品であることから比較的安定しているといえますが、
消費者の嗜好の変化、核家族化などの環境変化に対して、新製品開発、自社ブランド化によ
り差別化を図ることが大切であるといわれています。
　こうした中、支援企業は全社一丸となって事業に取り組んでいるものの、目立った看板商品
がなく、組織管理体制も不十分であることなどから、５年前には１億５千万円程度あった売上
が年々減少し、直近では８千万円程度にまで落ち込んでいました。このため、本業での利益
が確保できず、現状の経営状態、経営上の課題点及び改善の方向性が定まらないまま、事業
を継続していることが今後の改善点でした。
　会社として危機意識は持っていたものの、どのように対応すれば良いか悩んでいたところ、
タイミングよく金融機関からアプローチがあったため、金融機関と当協会との連携による経営
改善支援を受けることにしました。

経営改善支援前の企業の状況
　支援企業は、日々の仕事に追われる中で、「誰に何を売るか」というコンセプトが明確では
ありませんでした。「具体的に何をどうすればよいのか」という迷いや「どうせうまくいかない
のではないか」という不安感もあり、社内で具体的な改善案作成に向けた話し合いを設ける
機会はありませんでした。また、事務所及び工場内には、整理・整頓が行き届いていない箇
所もありました。

経営改善支援の内容
経営改善計画書の作成支援
　当協会の経営支援チームが、金融機関とともに支援企業のもとを訪れ、支援企業が現在置
かれている状況や課題を再認識するための目線合わせを行いながら、具体的な経営改善計画
書の作成支援を始めました。
　経営改善計画書は、財務・資金繰りに係る計画値のほか、「誰に何を売るか」というコンセ
プトを明確にした経営戦略計画についても盛り込みました。

経営改善支援の結果
　経営改善計画書作成完了後、支援企業はアクションプランに係る責任者を定め、改善に向
けた取り組みを開始しました。また、事務所及び工場内の整理・整頓も自発的に実施されま
した。
　関係機関で、支援企業の将来あるべき姿を話し合い、それに向けて実現可能な計画を作成
したことで、従来から実質的経営者として経営に参画していた後継者の方も、これまで関心
の薄かった経営指標に関心が及ぶようになったことが印象深く残っています。

経営改善支援の取り組み事例のご紹介

1当協会と金融機関が連携して経営改善計画書を作成
企業の業種：野菜漬物製造業　年商:約８千万円　従業員：25名

CASE
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経営改善支援までの経緯
　支援企業は、地域内における介護施設の過当競争により、十分な収益をあげることができ
ず経営に悩んでいました。また、増収を見込んで実施した設備投資の負担が重く、資金繰り
に窮していたことから、メインバンクと当協会の連携による現地調査を実施しました。
　社長、メインバンク、当協会で方針の協議を行った結果、当協会が事務局を務める経営サ
ポート会議（P15）を開催し、専門家派遣による経営改善計画書の作成と、計画作成までのリ
スケジュール（返済額の軽減）を実施することが決まりました。

経営改善支援前の企業の状況
　支援企業の社長が計数観念に強く、介護業界における豊富な知識と経験をお持ちであった
ことから、自身で考えた改善策を試みましたが、期待する効果が得られずにいました。
　支援企業は施設利用者への丁寧な対応から顧客満足度が高い反面、介護スタッフが多く、
業容に対し人件費の負担が重い状況にありました。社長自身も介護スタッフと同様のシフト勤
務をしていたことから、マネジメントや外部への営業に十分な時間を確保できずにいました。

経営改善支援の内容
経営サポート会議
　まず、経営サポート会議の場で、支援方針である専門家派遣による経営改善計画の作成に
ついて報告し、各取引金融機関の目線合わせを行ったうえで、各取引金融機関にリスケジュー
ル支援を依頼しました。
　無事にリスケジュール支援に同意を得ることができ、計画作成まで資金繰りの見通しがつ
いたことから、群馬県産業支援機構に専門家派遣を依頼しました。専門家については、社長
自身が介護業界に精通していることから、同業界の専門家ではなくサービス業の経営指導に
実績のある専門家を派遣することが決定しました。専門家による企業訪問は合計４回実施さ
れ、営業面の改善策、人材管理の改善策について指導がありました。また、SWOT分析や具
体的改善施策の抽出、アクションプランの作成を行いました。できあがったアクションプラン
を基に、メインバンク指導による数値計画を作成し、経営改善計画書が完成しました。

経営改善支援の結果
　完成後、再度経営サポート会議を開催し、社長から各取引金融機関に計画内容の報告及び
計画期間内の再リスケジュール支援についての依頼を行い、同意する旨の回答をいただきまし
た。その後、各取引金融機関によるリスケジュール支援の実行により、当面の資金繰りについ
て懸念がなくなり、社長はマネジメントに専念できるようになりました。
　スキーム終了後、支援企業は経営改善計画書に基づく具体的な経営改善策（アクションプ
ラン）の実行に移りました。組織体制の再構築により、外部への営業攻勢が図れるようにな
り、また、人材管理の改善策に取り組むことで、人件費、人材育成等の内部管理体制を強化
することができました。

2経営サポート会議に基づく、専門家派遣とリスケジュール対応
企業の業種：通所・短期入所介護事業　年商：約５千万円　従業員：19名

CASE



20

経営改善支援までの経緯
　支援企業は、ラーメン用のスープの製造・卸売を行っている企業です。スープの味は評判が
よく、増収増益を図るためスープ製造用の釜を新規借入により購入しました。しかし直後に東
日本大震災の被害に遭った取引先が倒産してしまい、想定していた増収が見込めず、設備資
金の負担だけが残りました。やむなく金融機関に返済の軽減（リスケジュール）を依頼してい
ました。

経営改善支援前の企業の状況
　そのようななか、全国に幅広く展開しているラーメンチェーン店運営会社との取引を獲得し
たことで、設備投資に見合った売上が期待できるようになりました。メインバンクが主導とな
り、今後の収支予想の作成を専門家に依頼し、経営改善計画書の作成を開始しました。予想
収益によれば、3年後には債務超過の解消も見込まれるようになりました。しかし、既に返済
額の軽減をしていることから、今後売上拡大による増加運転資金や、新たな設備資金の需要
が発生した際に、新たな借入を行うことが難しい状況でした。また、借入口数が多く、従来
の約定弁済額に戻せるほどの返済財源の確保も厳しい状況でした。
　そこで当協会は、メインバンクの協力を得て、返済軽減している複数の保証付借入を集約
し、借入の正常化を図るべく経営改善サポート保証（P17）の利用を提案しました。

経営改善支援の内容
経営改善サポート保証
　経営改善サポート保証は、対象となる事業計画書に対し、債権者の合意を得ることができ
れば、大幅なリファイナンス効果が期待できる保証制度です。従来の保証制度は、地方公共
団体の制度を利用している場合は各々の制度資金毎に借り換える必要があり、借入口数の集
約は困難でしたが、経営改善サポート保証は、地方公共団体制度融資を含むすべての借入を
借換の対象としており、大幅な借入口数の集約を行うことができます。
経営サポート会議（P15）
　支援企業の経営改善に寄与するべく、作成された経営改善計画書に、借入口数の集約及び
返済負担抑制のため、経営改善サポート保証を利用する旨を盛り込み、当協会が事務局を務
める取引金融機関を一堂に会した経営サポート会議において、計画の発表・合意形成を行う
ことができました。

経営改善支援の結果
　経営改善サポート保証による保証付借入の借換集約を行い、返済負担を増やすことなく借
入を正常化することができました。これにより今後の資金調達の可能性も高まり、増収増益
に向けた体制をつくることができました。

3経営改善サポート保証による借入金集約
企業の業種：ラーメン用スープ製造販売業　年商：約１億１千万円　従業員：９名

CASE
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経営改善支援までの経緯
　支援企業は、先代社長が創業し、約50年の業歴をお持ちの企業です。不動産市場が活況
の時期に本社土地建物を借入金で購入しましたが、その後の受注減少により借入負担が重く
のしかかる状況に陥ってしまいました。しかし、支援企業は道路工事における特殊工事技術
を持っており、大手建設業者を取引先に確保していました。そうした背景もあり、金融機関か
らは、借入金の返済軽減による側面的な支援を受けていました。
　そのような中、６年前に創業社長が急逝し、当時の後継者である息子さんは33歳の若さで
社長に就任することとなり、収益の好転と借入金圧縮に向けて経営改善に取り組んでいまし
た。

経営改善支援前の企業の状況
　取り組みが徐々に奏功し、経営改善の兆しが見えてきたところではありましたが、設備が老
朽化していることによる工事精度の低下や、納期の順守等に懸念が生じており、設備更新は
事業継続上の課題となっていました。そこで、メインバンクを介して、当協会の外部専門家派
遣事業（P14）による経営改善支援を活用して、経営改善計画書を作成し金融取引の正常化を
図りたいとの相談を受けました。

経営改善支援の内容
外部専門家派遣事業
　当協会では、メインバンクの支援姿勢を確認し、更に経営者へのヒアリングを通して、外部
専門家派遣事業を実施することになりました。担当する中小企業診断士は２名で、１名は建
設業分野、もう１名は金融支援分野を得意とし、合計８回の派遣の中で、ヒアリング・診断・
経営改善計画書作成が実施されました。なお、経営改善計画書の内容は、以下の三本柱を
主体に構成されました。

（a）財務基盤の強化
　・「受注」⇒「施工」⇒「利益」がしっかり見える財務管理を行うこと。
　・計画達成に向けたチェック機能を働かせること。

（b）金融支援：既存借入の借換集約による返済正常化への取り組み。
（c）設備の更新：事業継続において無理のない計画を立てること。

経営改善支援の結果
　経営改善計画書には、保証付き融資８本を２本に借換集約することに加えて、複数ある
少額債権を有する金融機関の借入を自己資金で一旦返済して、不足分をメインバンクがプロ
パーで支援する内容が盛り込まれました。これらを実施することで既存の借入金返済の正常
化が図られました。
　経営改善計画書には設備の更新も盛り込まれていたことから、経営改善の道のりは始まっ
たばかりでしたが、全社一丸となって取り組む姿を見て、今後の活躍に期待したいと思いまし
た。

4返済緩和先への経営改善支援で金融取引を正常化
企業の業種：道路舗装工事業　年商：約２億７千万円　従業員：18名

CASE
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事業承継に関するご相談は当協会へ
　当協会では、中小企業の皆さまの円滑な事業の引き継ぎを支援す
るため、事業承継に関する相談に対応いたします。
　お客さまからのご相談は主に、事業承継支援を専門に行う部署で
ある「経営支援課」が担当いたします。
　皆さまの事業を「誰に」「いつ」「何を」「どのように」引き継いでもらう
のか、私たち群馬県信用保証協会と一緒に考えてみませんか。

お問い合わせ先（事業承継相談窓口）
　保証統括部　経営支援課　電話番号�027－219－6003

事業承継のタイミングや手法を問わずご相談ください
　後継者の選定・育成や企業の持つ財産の整理など、事業承継の準備期間は長期（一般的
に５〜10年）に及びます。長い時間をかけて後継者を育成し、満を持して代表権を譲り渡す
ケースもあれば、代表権を譲り渡した後に、旧代表者が新代表者を育成するケースなども想
定されます。事業承継のタイミングは個々の企業によって様々です。
　また、親族や従業員への承継だけではなく、M&A手法を用いた第三者への事業売却など、
後継者や事業承継手法は個々の企業によって様々です。
　そこで当協会では、事業承継のタイミングや手法を問わず、幅広く当協会の事業承継支援
をご利用いただけるよう努めています。
　事業承継はその性質から、中小企業が持つ課題の中で最もデリケートな分野だと言われて
います。当協会は中小企業の皆さまに寄り添った支援を行うことができるよう努めてまいり
ますので、お気軽にご相談ください。

※�一部の保証制度では、事業承継のタイミングによってご利用いただける範囲が限られているもの
がございます。お客さまのご意向に沿った保証制度でカバーできるよう提案いたしますので、ご了
承ください。

３   事業承継支援のご案内

～中小企業に寄り添った事業承継支援を～

事業承継の準備期間
（５～１０年）

新たな経営者
による成長

事業
承継

事業承継について
考え始める

親族内承継？
従業員承継？

M&A？

後継者を育成？
後継者を探す？
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事業承継に係る支援機関と連携してサポートします
　当協会は群馬県事業承継ネットワークに参加しています。事業承継について当協会までご
相談いただければ、専門支援機関へ取次し、連携してお客さまの事業承継をサポートいたし
ます。

専門家にご相談ください
　ご希望のお客さまは、当協会の職員によるサポートだけではなく、中小企業診断士等の外
部専門家による相談・アドバイスや、事業承継計画書作成支援をご利用いただけます。

中小企業・小規模事業者及び創業者経営安定化支援事業
（通称：外部専門家派遣事業）
（信用保証協会中小企業・小規模事業者経営支援強化促進補助金事業を活用）
【メニュー】
❶〔事業承継に関する留意点等のアドバイス〕
❷〔事業承継に向けたロードマップの作成〕
❸〔事業承継計画書の作成〕
※�当事業に係る費用については、当協会が全額
補助いたしますので、お客さまの負担はありません。

経営サポート会議をご活用ください
　事業承継に関する課題解決も、当協会の「経営サポート会議」をご利用いただけます。金
融機関へのアナウンスや金融支援要請の場としてご活用ください。経営サポート会議の詳細
については（P15）をご参照ください。

経営課題等でお悩みの方は
群馬県信用保証協会まで
お問い合わせください！
群馬県信用保証協会では各種専門家派遣事業を行っております。

中
　
小
　
企
　
業

群馬県事業承継支援ネットワーク

群馬県事業承継・引継ぎ支援センター
よろず支援拠点

国　群馬県　市町村

銀行・信用金庫・信用組合
日本政策金融公庫
商工組合中央金庫

商工会議所　商工会
中小企業団体中央会
　　などの支援機関

弁護士・会計士・税理士・中小企業診断士
　などの専門家

群馬県信用保証協会

相互連携
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事業承継を支援する保証制度のご案内

社長が引退を決意し、私が後継者として指名されましたが、会社の債務に
ついては経営者保証（代表者の連帯保証人への加入）を付すことが一般
的だと聞きました。
従業員のためにも私が立派な経営者にならなくてはと思ってはいるのです
が、金額の大きな借入金の連帯保証人になることは不安だし……。正直、
経営者になることを迷っています。

事業承継特別保証をご利用ください。
未来を創る新たなリーダーの、経営者保証への不安を取り除く制度です。

事業承継特別保証

経営者保証が必要ありません
　事業承継にあたり、新たな経営者の方が会社の債務の連帯保証人にならない制度です。
　事業承継を予定しているお客さまは、本制度を利用することで、これから必要となる事業
資金の借入に加えて、既存の借入金の経営者保証を解除することができます。
　なお、既に事業承継を完了しているお客さまは、既存の借入金の経営者保証解除を目的と
した借換のみが対象となります。

信用保証料が大幅に軽減されます
　専門家（経営者保証コーディネーター）による確認を受けたお客さまの保証料率は、0.20%
〜1.15%となります。（通常：0.45%〜1.90%）

ご利用には財務面でのチェックがあります

（１）保証申込受付日から３年
以内に事業承継を予定する
事業承継計画を有する法人

（１）または（２）
かつ
（３）

（２）令和２年１月１日から令
和７年３月31日までに事業承
継を実施した法人であって、
事業承継日から３年を経過し
ていないもの

（３）次の❶から❹の要件を満た
す中小企業
❶資産超過であること
❷  EBITDA有利子負債倍率が10
倍以内であること

❸ 法人・個人の分離がなされて
いること

❹ 返済緩和している借入金がな
いこと
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私の知っているお店のマスターが、高齢を理由に、お店を閉めるという話
を聞きました。ずっと「自分もやってみたい」と思える、憧れのお店だった
ので、これを機会に事業を引き継ぎたいと考えています。
ただ、不動産や内装設備の買い取りは高額らしく、借入で資金調達したい
のですが、おすすめの制度はありますか？

特定経営承継準備関連保証をご利用ください。
事業を営んでいない個人の方が、中小企業の事業用資産を受け継ぐ際の
資金を保証します。

★事業承継に伴う資金調達は当協会までご相談ください
　当協会では事業承継のタイミングや事業承継手法等を問わず、事業承
継に係る様々な資金需要に対応できるよう、各種保証制度を用意してい
ます。
　お客さまの事業承継の実情に沿った適切な制度をご提案できるよう努
めていますので、事業承継に伴う資金調達は当協会までご相談ください。

特定経営承継準備関連保証

現在ある事業を引き継ぎ、新たに自分で始めたいと思っている方におすすめの制度です
　事業を営んでいない個人の方が、健康状態や年齢などの事情により安定的に経営を行うこ
とが困難な中小企業から事業の引き継ぎを受ける際、当協会が経営の承継に必要な事業用
資産を譲り受ける資金を保証いたします。
　なお、承継者である事業を営んでいない個人の方が、承継を受ける中小企業の役員や代表
者親族であれば、承継を受ける中小企業の事情（健康状態や年齢など）は要件となりません。
　事業を営んでいない方が対象となるため、保証料率は一律1.15%の固定料率となります。

承継者が事業者でも対応できます
　特定経営承継準備関連保証は「事業を営んでいない個人」の方に向けた保証制度ですが、
「事業を営んでいる個人または会社」の方は「経営承継準備関連保証」をご利用ください。
　経営承継準備関連保証は、事業者（中小企業）が事業者（中小企業）の、経営の承継に必
要な事業用資産を譲り受ける（M&A）際の資金を保証いたします。
　事業者が対象となるため、保証料率は通常とおり0.45〜1.90%となります。
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事業承継支援前の企業の状況
　支援企業は業歴約30年の食堂受託業者です。過去に事業の多角化を目指して設立した関
連会社へ多額な貸付金を抱える中、売上の拡大を目指して事業を展開した結果、不採算受注
などの要因から収益性が悪化し、債務超過に陥っていました。また、設備投資を手持ち資金
で手当てしていたため、資金繰りが忙しく、既存の借入については返済軽減などの金融支援
を受けていました。

事業承継支援のきっかけ
　メインバンク主導のもと経営改善への取り組みを進め、ここ数年は毎期利益計上し、債務
超過は解消されつつありましたが、メインバンクから当協会へ専門家による経営改善に関する
アドバイスが欲しいとの要望が寄せられました。
　そこで、当協会は、専門家による経営改善計画書作成支援を実施しました。経営改善計画
書の作成には、社長の息子である専務が主体となって取り組みました。当協会の担当者はこ
の様子を見て、「支援企業のもう一つの課題として、事業承継がある」ことに気づき、思い切っ
て事業承継に係る外部専門家派遣事業（P23）を支援企業に提案しました。

事業承継支援の内容
外部専門家派遣事業
　当時、社長の年齢は67歳、専務の年齢は41歳でした。社長は専務に経営を任せることを
考えていましたが、何をどのように進めればよいか分からず不安を抱えていたため、提案を受
け入れてくれました。そこで当協会は、事業承継に造詣の深い中小企業診断士に事業承継支
援を依頼し、事業承継のためのロードマップ等の事業承継計画書作成支援に、共に取り組む
こととしました。
　今回は、既に後継者が決定している「親族内承継」であることから、「事業承継とは」「事業
承継の進め方」「事業承継の基本方針」「事業承継計画書の作成」について、中小企業診断士
より説明がありました。事業をスムーズに承継するには５年から10年程度の期間を設けて進
めていくものです。その過程で〔人の承継〕〔資産の承継〕〔経営資源の承継〕をそれぞれ整理、
顕在化して、計画的に実行していく必要があります。

事業承継支援の結果
　今回の一連の支援は、経営改善計画の「磨き上げ」に始まり、後継者が積極的に経営改善
計画に参画し、そこから事業承継につながった事例です。
　社長の思いを専務に伝え、専務は事業の継続と発展に向けて取り組んでいくために、必要
な項目や考え方について専門家から学ぶことができました。
　当協会が経営改善支援に取り組む中で、社長、専務との信頼関係を築き、そのおかげで事
業承継というデリケートな課題に対して、前向きに取り組む気持ちを持っていただくことがで
きました。今後も当協会は、県内中小企業の輝く価値を、未来に繋げます。

事業承継支援の取り組み事例のご紹介

1外部専門家派遣事業による経営改善支援、事業承継支援
企業の業種：食堂受託管理業　年商: 約５億円　従業員：120名

CASE
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事業承継支援前の企業の状況
　支援企業A社は業歴120年の老舗建築業者です。寺院の改修工事を手掛けるなど、木造
建築工事・設計・施工において、他社にはない経験、実績、技術力があります。代表者は５
代目として長年、建築・設計に携わってきましたが、70歳を過ぎたころから、事業承継につい
て考えるようになり、群馬県事業承継・引継ぎ支援センターに登録するなど、行動を始めてい
ました。
　一方、A社と同業のB社は、受注の幅を広げるため、自社にない技術を持つ他社を買い取
ることを希望しており、金融機関にM&Aの相談をしていました。

事業承継支援のきっかけ
　相談を受けた金融機関は、A社とB社の希望がマッチしたため、両者の橋渡しに取り組み
ましたが、A社には「A社が代表者名義である事業用資産を買取する資金」、B社には「A社の
株式を買取する資金」が、それぞれ必要となることが分かりました。
　今回のケースでは、借入人や資金使途が複雑なケースであったため、他の事業承継支援機関
ではなく、事業承継相談窓口があり、資金調達支援に長ける当協会までご相談をいただきました。

事業承継支援の内容
信用保証
　当協会は、双方の企業を訪問し、事業承継に至った経緯や、事業承継後の事業構想等につ
いてヒアリングを行いました。A社、B社ともに、家づくりに対する考え方が同じ方向であっ
たことや、社長の人柄が最終的な決め手となったそうです。�
　また、A社、B社の資金の必要理由に合致する保証制度を提案するため、両者の株主構成
や所有不動産について確認を行い、それぞれ異なる事業承継の保証制度を提案しました。

事業承継支援の結果
　その後、金融機関を通じ保証依頼書が提出され、保証承諾に至りました。A社の社長は「B
社は当社にない宣伝・営業力を持っていることから、今後の相乗効果に期待している」と話し、
B社の社長は「A社が持つ高い技術力を活かし、リノベーション事業の展開をしていきたい」
と話をされていました。
　当協会の信用保証により、事業承継に必要な資金調達をスムーズに行うことができ、円滑な事
業承継が実現しました。これからも事業承継を完了したお客さまを応援していきたいと思います。

2経営承継準備関連保証・経営承継関連保証を活用した第三者承継支援
承継企業：A社　木造建築工事　年商：1.7億円　従業員：４名
後継企業：B 社　木造建築工事　年商：7.4億円　従業員：10名

CASE

協会

金融機関 群馬県事業承継・
引継ぎ支援センター

A社
後継者不在

経営承継関連保証
（代表者名義の事業用資産の買取資金）

経営承継準備関連保証
（A社の株式買取資金）

B 社
仲介

登録



28

事業再生に関するご相談は当協会へ
　さまざまな事情により経営環境等が厳しいながらも、事業再生意欲を持ち、存続と再生の
可能性が見込まれる企業などに対して、専門部署である「再生支援課」がお客さまの事業再生
を支援します。なお、以下にいう事業再生とは、主に「私的整理」型の事業再生であることを
お含み置きください。

お問い合わせ先
　保証統括部　再生支援課　　電話番号�027－225－5025

事業再生の専門支援機関と連携しています
　事業再生には事業再生計画書の作成が重要です。事業再生を円滑に進めるためには金融
機関をはじめとするステークホルダーの協力が不可欠となります。特に、金融機関等から金
融支援を受けるためには、事業再生計画書は「実現性」や「透明性・公平性」等を兼ね備えた
ものでなくてはなりません。そこで、当協会は、事業再生計画書作成支援等を行う専門知識
を有した外部機関（群馬県中小企業再生支援協議会等）と連携を図り、事業再生の早期対応
に向けたサポートを行います。

事業再生計画書の作成支援
　当協会も事業再生計画書の作成支援を行っています。
・中小企業診断士等を派遣する「外部専門家派遣事業」（P14参照）
・当協会が費用補助を行う「405事業における当協会の費用補助」（P14参照）
・金融債権者が一堂に会する「経営サポート会議」（P15、P30図⓬参照）

をご活用ください。

事業再生計画書に沿った再生手法で支援します
　お客さまの事業再生計画におい
て、抜本的な再生手法を伴う金融支
援を要請する場合は、当協会が定め
る一定の基準に基づいて作成された
計画書である必要があります。
　当協会の抜本的な再生手法や、事
業再生計画書の種類等の詳細につい
ては（P30）をご参照ください。

４   事業再生支援のご案内

保証協会

事業再生計画書を確認します

中小企業

事業再生
計画書
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事業再生支援の流れ（一例）
　当協会が関与する事業再生支援の中で、最も活用事例が多い「群馬県中小企業再生支援協
議会」による主な流れ（事業再生スキーム）を例に解説します。

窓口相談

キックオフ会議

財務分析・事業分析

分析結果報告

事業再生計画作成

金融債権者の合意

計画の実行・スキーム終了

事業再生スキーム 当協会の流れ

当協会の保証債務があり、事業再生に取り組
む際は、当協会の再生支援課にご相談くださ
い。
ヒアリング等を行ったうえ、専門機関（この場
合は群馬県中小企業再生支援協議会）と連携
して、事業再生をサポートします。ご希望があ
れば専門機関の窓口まで同行します。

当協会を含む金融債権者が一堂に集い、今後
予定する財務分析や事業分析に対して注目し
ている事項について目線合わせを行います。

専門家によるデューデリジェンス報告（財務
面・事業面での実態調査報告）を受け、企業
の実態や経営状況等を確認します。

完成した事業再生計画を確認し、計画に同意
できるか（当協会としての支援体制等）を検討
します。
抜本的な再生手法（P30参照）を伴う金融支
援について要請があれば、支援についても検
討します。
なお、事業再生計画の実行には、当協会を含
む全ての金融債権者の合意が必要となります。

代位弁済を伴う場合があります。

全ての金融債権者の合意が得られ、抜本的金
融支援や、計画に基づく返済等が行われた後、
事業再生スキームは終了します。
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事業再生計画書の種類等

当協会の抜本的な再生手法（Ａ～Ｅ）

【再生計画等 】
❶中小企業再生支援協議会 ❷中小企業基盤整備機構
❸中小企業基盤整備機構が出資を行った投資事業有限責任組合
❹自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン
❺㈱整理回収機構 ❻㈱地域経済活性化支援機構による再生計画
❼特定認証紛争解決事業者 ❽私的整理に関するガイドライン
❾特定調停法に基づく再生計画
❿㈱地域経済活性化支援機構による弁済計画 ⓫特定調停法に基づく弁済計画
⓬経営サポート会議（P15参照） ※全16種類中12種類を抜粋

求償権
消滅保証

上記再生計画
❶〜❾、⓬

求償権
不等価譲渡

上記再生計画
❶〜⓫

当協会の抜本的な再生手法や、事業再生計画書の種類等について
事業再生支援の対象債権

求償権
一部放棄

上記再生計画
❶〜⓫

求償権
DDS（※）

上記再生計画
❶〜❾

E求償権消滅保証については次項にて解説します

保証付貸付
債権DDS（※）

上記再生計画
❶〜❾

（※）DDS：既存貸付金を他の債権よりも劣後する債権に変更する手法

求償権
（債権者：保証協会）

信用保証付貸付債権
（債権者：金融機関）

再生支援課が担当

信用保証付貸付の
状態で事業再生支援

信用保証付貸付を
代位弁済して事業再生支援

求償権の状態で
事業再生支援

🅐 🅑 🅒 🅓 🅔
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利用例　～左図⓬「経営サポート会議」による求償権消滅保証の流れ～

求償権消滅保証
　原則として、求償権（金融機関に対し保証協会が代位弁済した保証付融資）の返済のため
の借入に、保証協会が保証を付すことは認められていません。しかし、代位弁済後も事業を
継続しながら再建に取り組むものの、資金調達ができないことで、事業再生のチャンスに恵
まれない場合があります。
　このような事態に対し、事業再生計画の作成・実行により、事業再生の可能性が見込まれ
る場合等においては、保証協会は求償権消滅保証（求償権の返済のための借入に、保証協会
が保証を付すこと）を行うことができます。

利用要件
　当協会が定める一定の基準に基づいて作成された事業再生計画等によって、求償権消滅保
証を取り扱うことができます。（P30参照）

※�対象先検討から求償権消滅保証の実行までおおよそ６ケ月程度かかります。
※�事業再生の実現性について慎重に精査いたします。対象先として検討した企業でも、結果的に求
償権消滅保証が利用できない場合もございます。ご了承ください。

提案・相談 ・�事業再生計画の実行により業況の改善が見込まれる企業等を対象に、当協会
から求償権消滅保証の提案を行います。また、随時相談にも応じています。

融資金融機関
の選定・依頼

・�企業は求償権消滅保証を付した融資を行う金融機関を選定し、融資の依頼を
行います。依頼の際には当協会が同行し、事情説明を行う等、きめ細やかに
サポートいたします。

求償権消滅
保証の実行

・�必要に応じて担保設定等を行った上、求償権消滅保証付融資を実行し、求償
権を完済します。
・�求償権消滅保証と経営改善サポート保証（P17参照）を併用することで、保証
料が低率となる等、メリットがある場合があります。（両制度の要件を満たす
必要があります）

モニタリング
の実施

・�融資実行後、再生計画の実施状況確認のため、当協会に毎期決算書のご提出
をいただくほか、定期的に業況確認をいたします。

計画の作成

・�企業は経営サポート会議で検討される事業再生計画を、中小企業診断士、税
理士等の支援を受けて作成します。なお、公認会計士による財務内容の実態
調査を行う場合があります。
・当協会の計画書作成支援をご活用ください。
→「外部専門家派遣事業」（P14参照）
→「405事業における当協会の費用補助」（P14参照）

経営サポート
会議の開催

・�金融債権者に、事業再生計画を提示し、計画に記載された求償権消滅保証等
の金融支援等を要請します。
・�求償権消滅保証の実行には、全ての金融債権者から合意を得る必要があります。
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事業再生支援以前の企業の状況
　支援企業は、給排水設備、水道衛生設備などを行う管工事業者です。ピーク時の売上は約
３億５千万円ありましたが、不況の影響などにより、売上は減退し、資金不足から代位弁済と
なりました。代位弁済後は、厳しい業況にもかかわらず、事業を継続しながら当協会の求償
権への返済を誠実に履行していただいていました。
　そのようななか、社員の削減、取引先との支払条件の変更、公共工事の受注獲得推進、住
宅メーカーの指定業者の獲得推進など、懸命な経営改善を推し進め、徐々に業績は回復して
きました。しかし、求償権があるため通常の金融取引が行えず、設備更新や運転資金にかか
る新たな借入ができない状況でした。また、後継者である社長の息子（専務）も入社し、事
業承継を行うにあたり、金融取引の正常化は早急に実施しなければならない課題でした。

事業再生支援の内容と結果
　当協会は、支援企業から相談を受け、事業再生支援の検討を行いました。その結果、収益
性や安全性に若干の懸念事項があるものの、事業継続性は十分にあると判断し、求償権消滅
保証（P31）に向けて取り組むため、経営個別支援チームを組成しました。
405事業における当協会の費用補助（P14）
　まず、当協会より認定支援機関である中小企業診断士を紹介し、国の経営改善計画策定支
援事業（405事業）を活用して、経営改善計画の作成に着手しました。経営改善計画の作成
は、当協会と中小企業診断士の協働で行い、社長及び専務と何度もヒアリングを重ねました。
　できあがった経営改善計画の骨子は、以下の４本柱です。
　❶売上の維持・拡大：既存取引先との深耕と新規取引先開拓。
　❷原価管理の強化：部門別の売上、工事件名別の完成工事高、原価の管理。
　❸経営管理体制の構築：経営目標の設定と社員との共有。
　❹資金繰りの改善：求償権消滅保証の実施と計画的な返済の実行。
求償権消滅保証
　当協会は、作成された経営改善計画書の妥当性を検討した結果、充分に実現可能であると
判断し、支援企業が取引を希望する金融機関に同行して、求償権消滅保証の取り扱いについ
て説明を行いました。その後、経営サポート会議（P15）を開催し、金融機関も支援企業の現
況や経営改善計画書の妥当性を評価したことから、中小企業診断士、税理士及び学識経験
者からなる外部専門家で構成される再生審査会を開催し、求償権消滅保証の実行に係る承
認を得たことで、求償権消滅保証を実行し、金融の正常化を図ることができました。

事業再生支援の取り組み事例のご紹介

1求償権消滅保証
企業の業種：管工事業　年商：約２億２千万円　従業員：11名

CASE
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事業再生支援以前の企業の状況
　支援企業は、業歴の長い葬儀返礼品、粗品、贈答品等の卸売業です。世界同時不況（リー
マン・ショック）による消費低迷の影響を受け、ここ数期売上の減少が続いていました。また、
不良資産（貸付金等）が多額にあり、借入金も過大の状況でしたので、実質財務は大幅な債
務超過の状況でした。
　そのため、恒常的な資金不足により、月々の返済に延滞が生じ、金融機関から当協会に事
故報告書が提出されました。

事業再生支援の内容と結果
事業再生相談
　支援企業の取扱商品は、多種多様である反面、利益率が低いことが特徴で、まさに典型的
な薄利多売の状況でした。そのため、当協会は、利益率を向上させるための経営改善措置と
して、取扱商品の見直し、人員整理、諸経費削減等のアドバイスを行い、企業もそれを実施し
ました。その結果、利益率は改善されましたが、依然として過大借入金の返済が重く、資金
繰りは厳しい状況が続いていました。
事業再生計画作成支援
　当協会の担当者が、事故報告書を提出した金融機関をはじめ、各取引金融機関と協議を行
い、事業再生計画の作成を支援しました。
　支援企業は、営業ベースでは黒字を計上し、相応のキャッシュフローを確保していました
が、借入金の返済が大きいために、資金繰りが安定しないことが一番の課題でした。よって、
借入金返済をキャッシュフロー内に抑えることを念頭に、各取引金融機関に返済緩和支援を
得られるよう、事業再生計画を作成しました。
　作成にあたっては、何度も企業訪問を行い、社長から決算書上の不明点や、改善事項の確
認等を行い、今後３年間の改善計画を立てました。計画作成時には、中小企業経営診断シス
テムによる経営診断報告書（P13）を利用し、計画数値の妥当性も検討しました。
　計画作成後は、借入金返済予定表に基づき、各取引金融機関の支援のもと、条件変更を実
施し、正常化を図ることができました。
　その後は、事故解消となり、順調に返済を履行していただく姿を見て、大規模な世界恐慌
の影響など、苦境に立った中小企業への支援の重要性を再認識しました。

2協会主導による事業再生支援
企業の業種：各種商品卸売業、年商：約２億８千万円　従業員：７名

CASE
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事業再生支援以前の企業の状況
　支援企業は、県内有数の温泉地で60年以上営業する老舗の温泉旅館です。過去に大幅
な設備投資（新たな旅館の建設、既存建物の改修）を全額金融機関からの借入で調達しまし
たが、その後の集客が予想を下回ってしまったことから、返済の負担が大きく、厳しい経営状
況が続いていました。
　そのようななか、支援企業は自社で経営努力を行い、伝統的な旅館であるという強みを活
かした営業と経費の削減により、収益力は改善傾向にありました。しかし、現状の借入金返
済や利息支払を賄えるほどのキャッシュフローを確保することは困難な状態であったうえ、旅
館業という業種柄、今後も定期的に実施しなければならない設備投資（建物・機械装置の改
修費用等）を考慮すると、更に踏み込んだ抜本的な対策が必要不可欠でした。
　そこで支援企業は、群馬県中小企業再生支援協議会（以下「支援協」という。）に相談しま
した。支援協は、収益力の改善、資金繰りの緩和、財務体質の強化により、「支援企業は事
業再生できる」と判断し、支援することとしました。

事業再生支援の内容と結果
　支援協は、外部専門家による事業面・財務面の調査により、支援企業の現況把握や、課題
の抽出を行いました。調査結果を踏まえて支援協は、返済負担を軽減するべく取引金融機関
に対しDDS（債務の資本的劣後化）を求める再生計画の提示を行いました。また、この他に
大口債権者である一部の金融機関からは、今後のモニタリングを株主として行うべくDES（債
務の株式化）の依頼がありました。
リスケジュール対応
　当協会は「通常よりも長期間のリスケジュール（条件変更）」を実施し、返済額軽減の支援
をいたしました。
経営改善サポート保証（P17）
　また、再生計画上で今後必要となる設備の改修資金については、当協会の保証制度である
経営改善サポート保証による支援を決定し、再生計画が成立しました。
　その後、当協会の経営改善サポート保証による融資が実行され、設備の改修が行われたこ
とで、支援企業は事業再生に向け懸命に取り組み始めました。

3長期のリスケジュール、経営改善サポート保証
企業の業種：旅館業　年商：約17億５千万円　従業員：129名

CASE
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事業再生支援以前の企業の状況
　支援企業は県内で50年以上続く木材加工品の製造業者です。主にキッチン・システム収
納家具や住宅用内装パネルを製造しています。
　リーマンショック以降、不動産市場低迷の影響を受け、賃貸マンション向け製品の売上が
大幅に減少しました。その後も収益は改善せず、連続して営業赤字を計上していました。
　その後、新規取引先の開拓や固定費の削減により、収益は回復の兆しが見えはじめていま
したが、多額の有利子負債とそれによる多大な利息の支払により、財務内容の改善は思うよう
に進みませんでした。
　このため、支援企業は、金融コストの負担軽減について金融機関へ協力を得るために、支
援協に相談し、事業再生支援を受けることとなりました。

事業再生支援の内容と結果
　協議会は、外部専門家による事業面・財務面の調査を経て、支援企業の再生計画を作成し
ました。再生計画の骨子は、金利負担の削減であるため、協議会は、DDS（債務の資本的劣
後化）を再生手法として選択しました。
　従来は、保証付債権をDDSする場合、一旦代位弁済を行った上でDDS契約を結ぶことが
必要でした。しかし、代位弁済をしてしまうと当協会が求償権を取得するため、その後の金
融機関からの借入調達について支障をきたす可能性があります。そこで、当協会は、平成26
年から取り扱いが可能となった「保証付債権DDS」を提案しました。これは、代位弁済をせず
にDDS契約を結ぶことを認めた、新たな再生手法です。
保証付債権DDS（P30）
　DDSの契約では、原則0.4%程度の金利を設定するため、支援企業の金利負担は減少す
ることになります。更に、金融機関においては、DDSを行った借入は、金融査定上の自己資
本とみなすことができるため、実質債務超過額の解消や、有利子キャッシュ・フロー倍率の
基準を満たすことができます。支援企業は、DDSの実施により金利負担が軽くなり、順調に
収益を上げるに至りました。
　支援企業は、再生計画の進捗報告会を毎月開催するようになりました。中小企業は地域
経済の発展と雇用の安定に欠かせない役割を担います。そして、中小企業の事業再生の場面
では、金融機関をはじめとしたステークホルダーの協力が欠かせません。中小企業と金融機
関が相互に理解し合い、協力して地域経済に貢献していくことが重要であると、間近で感じ
ることができる事業再生支援でした。

4保証付債権DDSによる事業再生
企業の業種：木材加工品の製造販売業　年商：約９億円　従業員：60名

CASE
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　信用保証協会の主な業務は、中小企業の皆さまが金融機関から事業資金を借入する際、
公的な機関として「信用保証」を行うことです。
　当協会は、「中小企業のライフステージに応じた支援」業務はもちろん、信用保証業務を通
じて、皆さまの資金繰り円滑化をサポートいたします。

信用保証協会とは
　信用保証協会は、「信用保証協会法（昭和28年８月10日法律第196号）」に基づき設立、
運営されている公的な保証機関です。
　全国で51協会あり、群馬県においては群馬県信用保証協会が業務を行っています。

信用補完制度
　信用補完制度は、中小企業、金融機関、信用保証協会の三者から成り立つ「信用保証制度」
と、信用保証協会が行う債務の保証について日本政策金融公庫が再保険を行う「信用保険制
度」の総称です。両制度は、相互に一体的に機能しています。

信用保証制度の仕組み

❶　中小企業等は、金融機関を経由して信用保証申込をします。
❷　�信用保証協会では、事業の内容や経営計画などを検討し、保証の諾否を決め、金融機

関へ通知いたします。
❸　�保証承諾を受けた金融機関は中小企業等へ融資を行います。この際、信用保証料をお

支払いいただきます。
❹　中小企業等は融資条件に基づき、借入金を金融機関に返済していただきます。
❺❻�事業上の都合で万一返済ができない場合は、信用保証協会が中小企業等に代わり金融

機関へ借入金を弁済いたします。
❼　その後、中小企業等と信用保証協会とで相談しながら借入金を返済していただきます。

５   信用保証のご利用案内

中小企業

信用保証協会金融機関

❶❶融資申込融資申込

❷❷保証承諾保証承諾
❺❺代位弁済請求代位弁済請求

❻❻代位弁済代位弁済

❶❶保証申込保証申込
　（金融機関経由）　（金融機関経由）

❷❷保証承諾保証承諾
❸❸保証料支払い保証料支払い

❼❼求償債務返済求償債務返済

❸❸融資融資
❹❹返済返済

信用補完制度
信用保証制度 信用保証協会 中小企業の事業資金調達時の

債務保証

信用保険制度 日本政策金融公庫 信用保証協会が行う債務の保証
についての再保険
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信用保証をご利用いただける方

Ａ．人格
❶原則として対象となる人格

❷一部対象となる人格・対象とならない人格

※�上表以外にも対象となる場合もございます。医業には、日本産業分類上の「病院」「一般診療所」「歯
科診療所」「獣医業」及び「介護老人保健施設」が該当します。

Ｂ．住所
　群馬県内において事業を行っている中小企業で、下表の個人又は法人が対象となります。
なお、地方公共団体の制度融資によっては、別途定めがあるものもございます。

Ｃ．業種
　商工業等の大部分の業種が対象となりますが、主に次の業種は対象外となります。

　なお、信用保証制度の目的から保証対象とすることが好ましくない業種や制度上積極的に
支援・育成するにふさわしくないサービス業の業種については保証の対象になりません。

Ｄ．営業経歴
　営業年数は問わず、客観的に事業を行っていることが明らかであれば対象となります。創
業関連保証等、創業に係る一部の保証制度では、これから創業する方も保証の対象となりま
す。なお、地方公共団体の制度融資によっては、別途定めがあるものもございます。

個人 ・個人事業者は対象となります。

会社

・�株式会社、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、士業法
人（監査法人、特許業務法人、弁護士法人、税理士法人、社会保険
労務士法人、司法書士法人、土地家屋調査士法人及び行政書士法
人）が対象となります。

組合 「E�規模　❷組合の場合」をご参照ください。

特定非営利活動法人
（NPO法人）

・�特定事業を行うNPO法人は原則として対象となります。ただし、個
別法により中小企業と「みなされた」NPO法人は、一部の保証制度
のみ対象となります。

一般社団法人
一般財団法人
社会福祉法人

以下の場合は対象となります。
・医業を主たる事業とする場合

その他 学校法人・宗教法人・中間法人・有限責任事業組合（LLP）は対象となりません。

個人 住居又は事業所のいずれかが群馬県内にある方
法人 群馬県内に本店又は事業所を有する中小企業

主な対象外業種 ・農業　　・林業（素材生産業及び素材生産サービス業を除く）
・漁業　　・その他、信用保険法等で定める一部のサービス業
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Ｅ．規模
❶個人・会社の場合
　個人の場合、常時使用する従業員の数が下表に該当すれば対象となります。
　会社の場合、資本金と常時使用する従業員の数のいずれかが下表に該当すれば対象となります。
　NPO法人の場合は、常時使用する従業員の数が下表に該当すれば規模要件を満たすこと
になります。

【保証の対象となる企業規模 】

次の政令特例業種については規模要件が異なります（NPO法人は特例対象外）。

※製造業等の「等」とは、卸売業、小売業、サービス業以外の業種をいいます。
【例】�建設業、不動産業（建物売買業、土地売買業、不動産賃貸業、貸家業、貸間業、不動産代理業・

仲介業、不動産管理業）、運送業、通運事業、倉庫業、印刷業、出版業、電気・ガス供給業、
生命・損害保険代理業、土石採取業、木材伐出業、鉱業、旅行業

※�医療法人等とは、医療法人及び医療を主たる事業とする社会福祉法人、財団法人又は社団法人をいいます。
※医業を営む個人の「常時使用する従業員」の規模要件は100人以下となります。
※�中堅企業（破綻金融機関等関連）特別保証の規模要件等は、別に定められています。詳しくは当
協会までお問い合わせください。

❷組合の場合
　当該組合が保証対象事業を営むこと又はその構成員の３分の２以上が保証対象事業を営
むことなどが要件となっており、組合自体の出資の総額及び従業員についての規制はありま
せん（ただし、構成員に規則を設けるものもあります）。保証対象となる組合とその要件等詳
細については当協会までお問い合わせください。

Ｆ．許認可業種
　免許・許可・認可・登録・届出等を必要とする業種（許認可業種）については、その許認可
を取得していることが必要です。保証申込時に許認可証の写しを提出していただきます。
　許認可等を受けている方と借入名義人が一致していることが必要ですが、個人事業者の一部認
可については、借入人と許可名義人が異なっていても対象となるものもあります。
　また、許認可は、有効期間内であることが必要です。ただし、許認可の有効期間を経過し
ていても、有効期限内に再申請の手続をしている場合については、許可申請書の写をもって
保証を行うことができます（許可取得後にその写を送付していただきます）。

業　種 資本金又は出資金 常時使用する従業員
製造業等 ３億円以下 300人以下
卸売業 １億円以下 100人以下
小売業（飲食業を含む） 5,000万円以下 50人以下
サービス業（士業法人も含む） 5,000万円以下 100人以下
医療法人等 － 300人以下

業　種 資本金又は出資金 常時使用する従業員
ゴム製品製造業
（自動車または航空機用タイヤ及びチューブ
製造業並びに工業用ベルト製造業を除く）

３億円以下 900人以下

ソフトウェア業 ３億円以下 300人以下情報処理サービス業
旅館業 5,000万円以下 200人以下
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６   相談窓口のご案内

お住まいの地域※ 担当窓口・電話番号

全域

（保証制度・保証申込に関する全般）
保証統括部 保証推進課　027－231－8875

（女性創業応援チーム）
シルキークレイン　027－226－6112

（創業支援・経営改善支援・事業承継支援）
保証統括部 経営支援課　027－219－6003

（事業再生支援）
保証統括部 再生支援課　027－225－5025

前橋市、佐波郡 営業部 保証第一課　027－231－8818
伊勢崎市、沼田市、渋川市
北群馬郡、吾妻郡、利根郡 営業部 保証第二課　027－231－8819

高崎市 高崎支店 保証第一課　027－362－7733
藤岡市、富岡市、安中市
多野郡、甘楽郡 高崎支店 保証第二課　027－362－7733

桐生市、みどり市 桐生支店 保証課　0277－43－6211
太田市、館林市、邑楽郡 太田支店 保証課　0276－48－8811
※お住まいの地域……�法人の場合：本店所在地　個人事業主の場合：住民表上の住所地

反社会的勢力に係る企業等への保証はいたしません
１．暴力団等の反社会的勢力は、信用保証の対象とはなりません
　公共性の高い使命と重い社会的責任を負う信用保証協会としては、暴力団等の反社会
的勢力に対しては信用保証を行いません。
　また、申込人や保証人が、自らまたは第三者を利用して暴力的な要求行為や法的な責
任を超えた不当な要求行為等を行う場合も保証の対象としておりません。
　信用保証をご利用の際にご提出いただく信用保証委託契約書には、委託者ご本人また
は保証人が暴力団等の反社会的勢力に該当しないこと、またはそれに類する行為を現在
かつ将来にわたり行わないことなどを表明、確約していただくため、反社会的勢力を排除
する旨の条項を定めております。
　暴力団等の反社会的勢力は、信用保証の対象とはなりませんのでご留意ください。
　信用保証制度を不正に利用した場合は、法令により処罰されます。

２．第三者が介在、介入する保証申込は取り扱いいたしません
　信用保証協会では、信用保証制度を悪用する行為を排除し、公正な保証の取り扱いを
するために、暴力団関係者や金融斡旋屋等の第三者が介在、介入する保証申込は取り扱
いいたしません。
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7   保証制度詳細

※１　群馬県制度は「融資限度額」「融資期間」となります。　
※２　普通保険、無担保保険を利用する場合の基準料率となります。それ以外の信用保険を利用する場合は利用する保険によって決定します。

制度名 保証対象者 保証限度額（※１）

創業関連保証 P５参照 3,500万円
（再挑戦支援保証と合算）

群馬県創業者・再チャレンジ
支援資金（Aタイプ） P６参照

4,500万円
（うち運転資金2,500万円、B・
Cタイプと合算4,500万円）

群馬県創業者・再チャレンジ
支援資金（B-１タイプ）

以下の（１）〜（６）いずれかに該当する方
（１）１か月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する、事業を営んでいない個人の方
（２）�２か月以内に新たな会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する、事

業を営んでいない個人の方
（３）�新たな会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する、中小企業者であ

る会社
（４）�事業開始後５年未満の個人の方（当該事業を開始した日前に事業を営んでいなかった方

に限る）
（５）�設立後５年未満の会社（当該設立の日前に事業を営んでいなかった個人により設立され

た会社、又は他の会社がその事業の全部もしくは一部を継続して実施しつつ新たに設立
した会社に限る）

（６）�（４）の方が、会社を設立し、同一事業を当該会社が引き継いだ場合（個人として創業し
た後、５年未満に限る）

3,500万円
（A・Cタイプと合算4,500万円、
B・Cタイプと合算3,500万円）

群馬県創業者・再チャレンジ
支援資金（B-２タイプ）
（創業チャレンジ資金）

「B-１タイプの対象者（ただし（４）〜（６）は創業後３年未満）」かつ「金融機関に加えて当協
会または認定支援機関から創業計画作成等の支援を受けている」方 B-１タイプ同

群馬県創業者・再チャレンジ
支援資金（B-３タイプ）
（女性・若者・シニアチャレ
ンジ資金）

「B-２タイプの対象者」かつ「女性または34歳以下または55歳以上」の方 B-１タイプ同

経営力強化保証 金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画
の実行及び進捗の報告を行う中小企業

２億8,000万円
（中小企業が組合等の場合は
４億8,000万円）

事業再生計画実施関連保証
（経営改善サポート保証）

「備考」欄に該当する事業再生計画に従って事業再生に取り組み、金融機関に対して計画の
実行状況の報告を行う方。なお、計画は以下の（１）〜（３）の内容を満たすものまたは含むも
のである必要があります。
（１）債権者間の合意がとれている計画
（２）申込人の経営に係る現況･課題と課題を踏まえた改善策が記載されている計画
（３）�計画期間中の各事業年度の収支計画及び計画終了時の定量目標ならびにその達成に向

けた具体的な行動計画が記載されている計画

２億8,000万円
（中小企業が組合等の場合は
４億8,000万円）

事業承継特別保証 P24参照
２億8,000万円
（中小企業が組合等の場合は
４億8,000万円）

特定経営承継準備関連保証

経済産業大臣の認定を受けた事業を営んでいない個人であって（１）または（２）に該当する方
（１）�他の中小企業者の役員又は親族の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとす

る者であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産
の譲受けを行うものであると認められること

（２）�他の中小企業者が、当該他の中小企業者の健康状態、年齢その他の事情により、継続
的かつ安定的に経営を行うことが困難であることにより、当該他の中小企業者の事業活
動の継続に支障が生じている場合であって、他の中小企業者の経営の承継を行うため、
当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであると認められること

２億8,000万円

経営承継準備関連保証 保証統括部�経営支援課にお問い合わせください。 ２億8,000万円
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※３　利用する信用保険により異なります。創業関連特例は0.70%となります。
※４　特別小口保険を利用する場合、基準料率は0.70%となります。

保証期間
（うち据置期間）（※１） 融資利率 保証料率 備考責任共有対象 責任共有対象外

10年以内（１年以内） 金融機関所定利率 － 0.70% 保証人：原則法人代表者のみ　　担保：不要

運転資金５年以内（１年以内）
設備資金10年以内（２年以内）

責任共有対象1.55%以内
責任共有対象外1.50%以内

0.373% 〜
1.730%
（※２）

（※３）
保証人：原則法人代表者のみ　　担保：原則不要
群馬県制度となりますので、詳細は群馬県のホームページ等で
ご確認ください。

運転資金５年以内
設備資金７年以内
運設資金７年以内
（それぞれ１年以内）

1.50%以内 － 0.70%

創業関連保証を付すことが条件となります。
保証人：原則法人代表者のみ　　担保：不要
群馬県制度となりますので、詳細は群馬県のホームページ等で
ご確認ください。

運転資金５年以内
設備資金７年以内
運設資金７年以内
（それぞれ１年以内）

1.50%以内 － 0.50%

創業関連保証を付すことが条件となります。
保証人：原則法人代表者のみ　　担保：不要
群馬県制度となりますので、詳細は群馬県のホームページ等で
ご確認ください。

運転資金５年以内
設備資金７年以内
運設資金７年以内
（それぞれ１年以内）

1.50%以内 － 0.45%

創業関連保証を付すことが条件となります。
保証人：原則法人代表者のみ　　担保：不要
群馬県制度となりますので、詳細は群馬県のホームページ等で
ご確認ください。

一括返済１年以内
分割返済
　運転資金５年以内
　設備資金７年以内
　（それぞれ１年以内）

金融機関所定利率 0.45% 〜
1.75%

0.50% 〜
2.00%

本制度によって保証付き既往借入金を借換する場合の保証期
間は10年以内（１年以内）となります。
責任共有対象外の保証付融資を本制度で借換する場合（同額
内借換に限る）のみ、本制度は責任共有対象外となります。
保証人：原則法人代表者のみ　　担保：必要に応じて徴求

一括返済１年以内
分割返済15年以内（１年以内）金融機関所定利率 0.68% 0.80%

（※４）

以下のいずれかの方法によって作成された事業再生計画
①�中小企業基盤整備機構の指導または助言を受けて作成され
た計画

②�認定支援機関（中小企業再生支援協議会および産業復興相
談センター）の指導又は助言を受けて作成された計画

③�自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに
基づき作成された計画であって、特定債務等の調整の促進
のための特定調停に関する法律に基づく調停における調書
（同法第17条第１項の調停条項によるものを除く）又は同法
第20条に規定する決定において特定されたもの
④�経営サポート会議による検討に基づき作成又は決定された
計画

（全11要件中４要件を抜粋。上記以外の要件については当協
会にお問い合わせください）
保証人：原則法人代表者のみ　　担保：必要に応じて徴求

一括返済１年以内
分割返済10年以内（１年以内）金融機関所定利率

0.45% 〜
1.90% －

経営者保証コーディネーターの確認を受けた場合は保証料率
が0.20% 〜1.15%となります
保証人：不要　　担保：必要に応じて徴求

運転資金10年以内
設備資金15年以内
（それぞれ１年以内）

金融機関所定利率 1.15% －
保証人：原則として他の中小企業者（会社に限る）以外の保証
人は徴求しない
担保：必要に応じて徴求

運転資金10年以内
設備資金15年以内
（それぞれ１年以内）

金融機関所定利率 0 . 4 5 % 〜
1.90% （※４）

保証人：原則として他の中小企業者（会社に限る）以外の保証
人は徴求しない
担保：必要に応じて徴求



群馬県信用保証協会
https://gunma-cgc.or.jp/
編集�総務部企画課�027-231-8874


